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令和２年１０月初旬頃から、長崎市内及び近郊のスーパーや
弁当店に対して、

購入した弁当に髪の毛が混じっていた。
弁当代を返金してもらいたい。

と申し向けて、弁当代金の返金名下に現金を要求する詐欺
容疑事件が発生しています。

今後も発生することが予想されますので、注意してください。

★本件に関するお問い合わせ
捜査第二課企画選挙係（4220・4222・4223)

第56号

◎一人で対応しない。

◎不審な電話には応じない。

◎対応方法などをあらかじめ決めておく。

◎怪しいと思ったら

１１０番か最寄りの警察署、交番に通報

する。

《警察からのお願い》

《犯人の手口》

○事前に電話をかける。

○「弁当やレシートは捨ててしまって、

残っていない。」と言う。

○お店とは別の場所まで返金分のお金を

持参させる。

○断られると立ち去る。


